
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
企
業
が
二
千
二
十
年
に
三
十
兆
円
の
海
外
イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
を
受
注
す
る
と
の
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め

に
は
、
関
係
府
省
、
機
構
等
及
び
海
外
社
会
資
本
事
業
を
行
う
我
が
国
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
相
互
連
携
、
協
力
が
重

要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
効
果
的
な
連
携
・
協
力
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
官
民
一
体
と
な
っ
て
確
実
に
実

行
す
る
こ
と
。
ま
た
、
専
門
的
な
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
機
構
等
の
海
外
に
お
け
る
知
名
度
の
一
層
の
向
上
に
取
り
組

む
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

基
本
方
針
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
大
臣
と
の
協
議
と
と
も
に
、
機
構
等
及
び
海
外
社
会

資
本
事
業
を
行
う
我
が
国
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
広
く
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
等
を
設
け
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三

各
機
構
等
が
海
外
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
機
構
等
の
設
立
の
目
的
や
趣
旨
を
踏
ま
え
、
当
該
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
等
の
国
内
業
務
へ
の
還
元
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
る
よ
う
指
導
、
助
言
等
に
努
め
る
こ

と
。
ま
た
、
経
理
や
業
務
遂
行
に
お
い
て
国
民
の
疑
念
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
役
職
員
の
法
令
遵
守
の
徹
底
等
に
つ
い

て
指
導
す
る
こ
と
。



四

海
外
業
務
が
各
機
構
等
の
正
規
業
務
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
法
施
行
後
の
海
外
事
業
及
び
各
機
構
等

に
お
け
る
海
外
業
務
の
実
施
状
況
を
見
つ
つ
、
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
各
機
構
の
組
織
、
人
員
の
充
実
、
強

化
等
に
つ
い
て
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

五

我
が
国
の
良
質
な
社
会
資
本
の
整
備
、
運
営
及
び
維
持
管
理
の
手
法
を
世
界
に
広
め
る
観
点
か
ら
、
機
構
等
が
関
係
す
る

海
外
社
会
資
本
事
業
の
実
施
に
際
し
て
は
、
自
然
環
境
の
保
全
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
の
改
善
等
に
つ
い
て
配
慮
し
つ
つ
、

相
手
国
の
持
続
可
能
な
経
済
成
長
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六

イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
の
海
外
展
開
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
相
手
国
や
競
合
国
の
動
向
な
ど
、
海
外
イ
ン
フ
ラ
シ
ス

テ
ム
の
受
注
に
資
す
る
情
報
の
一
層
の
収
集
・
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
と
な
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


